
第 18回ＪＲ関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通活性化協議会  

 

次    第 

 

                                   日 時  令和３年６月１４日（月）9：15～ 

                  場 所  和束町社会福祉センター 大ホール 

      

１ 開  会 

２ 議  題 

（１）報告事項 

報告第１号 令和２年度収支決算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料１ 

報告第２号 JR関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通網形成計画の進捗状況・・・資料２ 

報告第３号 相楽東部広域バスの利用状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料３ 

報告第４号 令和３年度地域公共交通調査等事業費補助金の交付決定・・・・・・・資料４ 

 

（２）協議事項 

協議第１号 令和４年度地域公共交通確保維持事業 

（地域内フィーダー系統確保維持計画（案）・・・資料５ 

   協議第２号 地域公共交通計画の策定・・・・・・・・・・・資料６ 

   

３ その他 

意見交換 

４ 閉  会 

 

【参考資料】 

➢ ＪＲ関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通網形成計画及び概要 

➢ ＪＲ関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通活性化協議会規約 









































 

 

 

様式第１－６（日本産業規格Ａ列４番）  

３関地第    号 

令和３年６月 日  

 

 

国土交通大臣 殿  

 

 

             氏名又は名称 JR 関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通活性化協議会  

住    所 京都府相楽郡笠置町大字笠置小字西通 90 番地の１  

代 表 者 氏 名 JR 関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通活性化協議会 

                   会  長  加藤 博和  

 

 

 

地域内フィーダー系統確保維持計画認定申請書  

 

 

 

 地域内フィーダー系統確保維持計画を別紙のとおり定めたので、関係書類を添えて

申請します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料５ 協議第１号 



 

生活交通確保維持改善計画（地域内フィーダー系統確保維持計画を含む） 

 

 

令和３年６月  日 

 

         （名称）JR関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通活性化協議会           

  

生活交通確保維持改善計画の名称 

 

令和４年度生活交通確保維持改善計画 

地域内フィーダー系統確保維持計画 

 

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

 

京都府の東南端、ＪＲ関西本線加茂駅～月ヶ瀬口駅間の沿線である相楽東部３町村（相

楽郡笠置町、和束町、南山城村）は、少子高齢化と人口減少により、地域コミュニティの

維持が困難になってきている。そこで、既存の基幹交通（ＪＲ関西本線及び奈良交通バス

和束木津線）と各町村内交通を結節点で結ぶことで、高齢者や移動手段を持たない交通弱

者にとって必要不可欠な公共交通を維持する。また来訪者や移住者に対して、次もこの地

域に来たくなるような、この地域に住み続けられるような「おでかけ環境」を提供する公

共交通網を確保することを目的とする。 

 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

 

補助対象となる相楽東部広域バス（運行内容等は３を参照）について、「1 便あたり利用

者数 1人」を定量目標とする。 

この目標は、本協議会の計画である「JR 関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通網形成

計画（以下、網計画）」（平成 29年 3月策定）において定められている（p22～26参照）。 

（参考）利用者数実績 

平成２９年１０月～平成３０年９月 １.０４３人／便（１,７１６人、１,６４５便） 

平成３０年１０月～令和  元年９月 ０.８４２人／便（１,３８８人、１,６４８便） 

令和 元年１０月～令和  ２年９月 ０.８６１人／便（１,４１９人、１,６４８便） 

令和 ２年１０月～令和  ３年５月 １.０２２人／便（１,１１２人、１,０８８便） 

 

（２）事業の効果 

 

網計画区域の相楽東部３町村における東西方向の公共交通利便性の向上を図り、

公共交通機関を利用して円滑に移動できる地域づくりを進め、計画区域内の交流人

口の増加を促し、地域の活性化に寄与する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

 

※別紙のとおり 

 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運行予定者 
 

地域公共交通確保維持改善事業補助金交付要綱「表１」を添付。 

 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の負担者 

 

ＪＲ関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通活性化協議会から運行事業者へ支払う委託

金額については、笠置町、和束町及び南山城村からの負担金を原資とし、運行収入、国庫

補助金を運行経費から差し引いた差額分を負担することとしている。 

 

６．補助金の交付を受けようとする補助対象事業者の名称 

 

ＪＲ関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通活性化協議会 

 

７．補助を受けようとする手続きに係る利用状況等の継続的な測定方法 

 【活性化法法定協議会を補助対象事業者とする場合のみ】 

 

・ＯＤ調査 

・バス車内にて利用者アンケートの実施 

・住民向けアンケートの実施 

８．別表１の補助対象事業の基準二ただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの

運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

 

※該当なし 

 

９．別表１の補助対象事業の基準ハに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備されている」認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】 

 

※該当なし 

 

10．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期 

及びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

 

※該当なし 

 

 

11．外客来訪促進計画との整合性 

【外客来訪促進計画が策定されている場合のみ】 



 

 

※該当なし 

12．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】 

 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表５」を添付。 

 

13．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 
 

※該当なし 

14．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

（１）事業の目標 
 

※該当なし 

 

（２）事業の効果 

  

 ※該当なし 

 

15．車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する

費用の負担者【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補

助金を受けようとする場合のみ】 
 

 ※該当なし 

 

16．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用

した利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 

 ※該当なし 

17．貨客混載の導入に係る目的・必要性 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 
 ※該当なし 

 

18．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 ※該当なし 

（２）事業の効果 

 



 

  ※該当なし 

 

19．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担

額【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 

※該当なし 

 

20．協議会の開催状況と主な議論 



 

 

平成 30年 7月 31日（第９回）※書面協議 

・協議会規約の改正について承認 

・平成 30年度地域内フィ-ダー系統確保維持計画の変更について承認 

平成 30年 11月 21日（第 10回） 

・ＪＲ関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通網形成計画の進捗状況について報告 

・相楽東部広域バスの利用状況等について報告 

・平成 30年度地域公共交通維持確保改善事業費補助金（地域内フィーダー系統確保維持

費国庫補助金）交付申請について承認 

・相楽東部広域バス運行等に係る事業評価について承認 

平成 31年 1月 24日（第 11回）※書面協議 

・地域公共交通確保維持改善事業の事業評価について承認 

・平成 30年度事業実施（方針伺い）について承認 

平成 31年 3月 13日（第 12回） 

・平成 31年度事業計画について 承認 

・平成 31年度収支予算について承認 

・ＪＲ関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通網形成計画の進捗状況について報告 

・相楽東部広域バスの利用状況等について報告 

・第三者評価委員会の結果について報告 

令和元年 5月 31日（第 13回） 

・平成 30年度収支決算について報告 

・相楽東部広域バスの利用状況等について報告 

・南山城村におけるコミュニティ支援マルチ交通事業の結果等について報告 

・協議会規約の改正について承認 

・令和２年度地域公共交通確保維持事業（地域内フィーダー系統確保維持計画）につい

て承認 

令和元年 11月 25日（第 14回） 

・相楽東部広域バスの利用状況について報告 

・JR関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通網形成計画における平成 31年度進捗状況に

ついて報告 

・JR関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通網形成計画への事業評価の承認 

令和 2年 7月 8日（第 15回） 

・平成 30年度収支決算について報告 

・相楽東部広域バスの利用状況等について報告 

・協議会規約の改正について承認 

・令和３年度地域公共交通確保維持事業（地域内フィーダー系統確保維持計画）につい

て承認 

令和 2年 11月 20日（第 16回） 

・ＪＲ関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通網形成計画の進捗状況について報告 

・相楽東部広域バス運行等に係る事業評価について承認 

・相楽東部広域バスの利用状況等について報告 

・令和２年度地域公共交通維持確保改善事業費補助金（地域内フィーダー系統確保維持

費国庫補助金）交付申請について承認 

令和 3年 3月 16日（第 17回） 

・令和３年度事業計画について 承認 

・令和３年度収支予算について承認 

・ＪＲ関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通網形成計画の進捗状況について報告 

・相楽東部広域バスの利用状況等について報告 

 ・地域公共交通計画の策定について報告 

 

 

 

 



 

21．利用者等の意見の反映状況 

 

協議会規約に基づき、各町村住民代表者に協議会へ参画いただいているほか、下記のと 

おり全世帯に認知度調査等アンケートを実施し、住民・利用者等の意見を踏まえて本計画

に反映し策定した。 

 

（認知度調査等アンケートの実施） 

 調査時期：平成 31年 2月 1日～平成 31年 2月 22日 

 調査対象：調査地域内の全世帯（笠置町 630世帯、和束町 1,470世帯、南山城村 1,300

世帯） 

 ※回答者は、各世帯の任意の１名（16 歳以上）だが、バスを利用している人がいたら

できるだけその人が回答するように依頼。 

 

22．協議会メンバーの構成員 

関係都道府県 京都府建設交通部交通政策課、京都府山城広域振興局地域連携・振興部 

関係市区町村 

 

笠置町商工観光課 

和束町総務課 

南山城村総務財政課 

木津川市マチオモイ部※ 

伊賀市企画振興部※ 

※上記協議会にオブザーバーとして参画頂いているが、「木津川市：月

ヶ瀬加茂線の区域の該当市」「伊賀市：定住立圏の該当市」であるため、

委員に準ずるものとして積極的に協議・発言頂いている。 

 

交通事業者・交

通施設管理者等 

西日本旅客鉄道株式会社近畿統括本部大阪支社 

奈良交通株式会社 

株式会社キタモリ 

一般社団法人京都府タクシー協会 

奈良交通労働組合 

京都府山城南土木事務所 

京都府木津警察署 

地方運輸局 
近畿運輸局交通政策部 交通企画課 

近畿運輸局京都運輸支局 

その他協議会が

必要と認める者 

名古屋大学大学院環境学研究科教授 

笠置町利用者代表、和束町利用者代表及び南山城村利用者代表 

相楽東部未来づくりセンター（地域関係団体） 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所）京都府相楽郡笠置町大字笠置小字西通９０番地の１           

（所 属）JR関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通活性化協議会事務局 

     （笠置町商工観光課：小林 慶純）                   

（電 話）０７４３－９５－２３０１（e-mail）kankou@town.kasagi.lg.jp           

 
 

注意： 本様式はあくまで参考であり、補助要綱の要件を満たすものであれば、この様式によら

なくても差し支えありません。 

また、既存計画部分で生活交通確保維持改善計画の記載項目に合致する部分は、そこから

の転記や、該当部分を明確にした上での添付などにより活用いただいて差し支えありません。 

 



 

実際の計画作成に当たっては補助要綱等を踏まえて作成をお願いいたします。 

各記載項目について、地域公共交通計画及び地域公共交通利便増進実施計画を作成して

いる場合には、当該計画から該当部分を転記したり、別添○○計画△節のとおり、等とし

て引用したりすることも可能です。（ただし、上記２．・３．については、地域公共交通計

画及び地域公共交通利便増進実施計画に定める目標、当該目標を達成するために行う事業

及びその実施主体に関する事項との整合性を図るようにして下さい。また、生活交通確保

維持改善計画全体として、協議会における協議が整った上で提出される必要があります）。 

外客来訪促進計画を作成している場合には、当該計画から該当部分を転記したり、別添

○○計画△節のとおり、等として引用したりすることも可能です。 

    

※該当のない項目は削除せず、「該当なし」と記載して下さい。 



 

 

 

地域公共交通計画の策定等について 

 

計画の策定と協議会の進め方（案）                           

 

JR 関西本線（加茂以東）沿線地域の笠置町、和束町、南山城村において、鉄道を基軸と

した持続可能な地域公共交通体系を構築するため地域公共交通活性化再生法に基づく地域

公共交通計画を策定するもの。 

 なお、国の補助制度見直しにより、国から補助を受けている路線（相楽東部広域バス等）

について、路線の位置付け等を新たに計画に記載する必要。 

 

１．協議会以外に予備的な部会・分科会が必要（住民代表のみ、事業者のみ等） 

２．住民懇談会を開催する 

３．シンポジウムを開催する 

４．計画（素案）は本協議会で議論した後、3町村の町民等に広く意見を募るパブリックコ

メントを実施する 

５．パブリックコメントの結果等を踏まえ、令和３年度中に計画を策定し、計画を実行する 

６．調査事業、資料作成等は委託するが、方向性は本協議会で調整しながら進める 

  なお、委託業務の選定スケジュールは下記（案）のとおり 

 （１）募集公告（仕様書等の公開）………………………6月中旬から 7月上旬 

 （２）質問書の受付、回答…………………………………6月中旬から 6月下旬 

 （３）応募締切………………………………………………7月上旬 

 （４）プレゼンテーション等の実施、事業者選定………7月上旬 

 （５）審査結果通知、契約締結……………………………7月中旬 

 

 

資料６ 協議第２号 



持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律（令和2年11月27日施行）

○地方公共団体による「地域公共交通計画」（マスタープラン）の作成
・地方公共団体による地域公共交通計画（マスタープラン）の作成を努力義務化
⇒国が予算・ノウハウ面の支援を行うことで、地域における取組を更に促進（作成経費を補助 ※予算関連）
・従来の公共交通サービスに加え、地域の多様な輸送資源（自家用有償旅客運送、
福祉輸送、スクールバス等）も計画に位置付け
⇒バス・タクシー等の公共交通機関をフル活用した上で、地域の移動ニーズにきめ細やかに対応
（情報基盤の整備・活用やキャッシュレス化の推進にも配慮）

・定量的な目標（利用者数、収支等）の設定、毎年度の評価等
⇒データに基づくPDCAを強化

地域が自らデザインする地域の交通 【地域公共交通活性化再生法・道路運送法】

○地域における協議の促進
・乗合バスの新規参入等の申請があった場合、国が地方公共団体に通知
・通知を受けた地方公共団体は、新規参入等で想定される地域公共交通利便増進実施
計画への影響等も踏まえ、地域の協議会で議論し、国に意見を提出

まちづくりと連携した
地域公共交通ネットワークの形成の促進

（市町村又は都道府県（市町村と共同）が作成）

メニューの充実やPDCAの強化により、

持続可能な旅客運送サービスの提供の確保

（市町村又は都道府県（市町村と共同）が作成）

地域の移動ニーズにきめ細かく対応できるメニューの充実 【地域公共交通活性化再生法・道路運送法】

輸送資源の総動員による移動手段の確保

○【現状】地方都市のバス路線では、不便な路線・ダ
イヤや画一的な運賃が見直されにくく、利便性向上
や運行の効率化に支障
また、独占禁止法のカルテル規制に抵触するおそれ
から、ダイヤ、運賃等の調整は困難

○【改正案】「地域公共交通利便増進事業」を創設
⇒路線の効率化のほか、「等間隔運行」や「定額制
乗り放題運賃」「乗継ぎ割引運賃（通し運賃）」等
のサービス改善を促進
併せて、独占禁止法特例法により、乗合バス事
業者間等の共同経営について、カルテル規制を
適用除外する特例を創設

MaaSの円滑な普及促進に向けた措置

自家用有償旅客運送の実施の円滑化地域に最適な旅客運送サービスの継続 貨客混載に係る
手続の円滑化

交通インフラに対する支援の充実
【地域公共交通活性化再生法・物流総合効率化法】

○過疎地等で市町村等が行う自家
用有償旅客運送について、バス・
タクシー事業者が運行管理、車両
整備管理で協力する制度を創設
⇒運送の安全性を向上させつつ、
実施を円滑化

○地域住民のみならず観光客を含
む来訪者も対象として明確化
⇒インバウンドを含む観光ニーズ
へも対応

○鉄道や乗合バス等における
貨客混載を行う「貨客運送
効率化事業」を創設
⇒旅客・貨物運送サービス
の生産性向上を促進

○路線バス等の維持が困難と見込まれ
る段階で、地方公共団体が、関係者と
協議してサービス継続のための実施
方針を策定し、公募により新たなサー
ビス提供事業者等を選定する「地域旅
客運送サービス継続事業」を創設

貨客混載

⇒従前の路線バス等に代わり、地域の
実情に応じて右の①～⑥のいずれ
かによる旅客運送サービスの継続
を実現

○鉄道建設・運輸施設整備支援機構による資金の貸付制
度の対象として、LRT・BRT等のほか、以下の交通インフ
ラの整備を追加 （※予算関連）
・地域公共交通活性化再生法に基づく認定を受けた
鉄道の整備
⇒交通ネットワークを充実
・物流総合効率化法に基づく認定を受けた物流拠点
（トラックターミナル等）の整備
⇒複数の事業者の連携による物流効率化を促進

物流拠点鉄道インフラ

複数交通機関の
一括フリーパスの提供

既存の公共交通サービスの改善の徹底

定額制乗り放題運賃

デマンド交通（タクシー車両による乗合運送
（区域運行））による継続

実施方針に定めるメニュー例

福祉輸送、スクールバス、病院、商業施設
等への送迎サービス等の積極的活用

①

コミュニティバスによる継続

タクシー（乗用事業）による継続

乗合バス事業者など他の交通事業者による
継続（縮小・変更含む）

自家用有償旅客運送による継続

①

②

③

④

⑤

⑥

利用者目線による路線の改善、運賃の設定

だんご状態
のダイヤ

B事業者

A/B事業者

A事業者

等間隔で
利用しやすく

14:00 14:30 15:00

等間隔運行

14:00 14:30 15:00

何回乗っても
最大300円
・ ・ ・など

○MaaSに参加する交通事業者等が
策定する新モビリティサービス事
業計画の認定制度を創設
⇒交通事業者の運賃設定に係る
手続をワンストップ化

○MaaSのための協議会制度を創設
⇒参加する幅広い関係者の協
議・連携を促進

地域公共交通網形成計画の
策定状況

まちづくりと連携した
地域公共交通

ネットワークの形成

地域における
輸送資源の総動員

地域公共交通網形成計画（H26改正）

地域公共交通計画（今回改正後）

A＋B＋C

＝300円／日

現行の目標（2020年度末500件）は達成

MaaSの事例（伊豆地域）

※MaaS：Mobility as a Service

バス

A
B

バス
C

鉄道

（件）


